
補聴器購入費
助成がはじまります！

難聴などにより「聞こえ」の低下がある方の円滑なコミュニケーションの確保、
地域交流などの社会参加、閉じこもり・認知症予防などを目的に

○甲良町に１年以上お住まい（住民登録がある）
１８歳以上の方

○医師の診断を受け、補聴器が必要と認められた方

○身体障害者手帳（聴覚）に該当しない方

甲良町役場 保健福祉課 0749-38-5151
■メールでお問い合わせの場合：hokens@town.koura.lg.jp ■FAXでお問い合わせの場合：0749-38-5150

補聴器を購入される前に・・・

助成を受けるには、医師の診断が必要
です。受診をしないで購入された場合は、
助成できない場合があります。

上限額 4万円

（申請・相談：甲良町役場 保健福祉課）

補聴器購入費助成

支給対象者

令和５年４月から
ほちょうき こうにゅうひ

助成金の額

○補聴器購入費用の１/２、上限４０，０００円

申請について

○医師の診断を受け、「医師の意見書」をもらってください。
←補聴器が必要なのか？治療が必要なのか？を医師により判断いただくためです。

○医師の診断に基づき、補聴器販売店で補聴器購入の相談をしてください。
←裏面の内容をしっかり確認し、ご自分に合った補聴器を購入されるよう、「認定補聴
器技能者」がいる「認定補聴器専門店」で相談されることをお勧めします。

〇申請には、「医師の意見書」および「補聴器の領収書（3ヵ月以内）」が必要です。医師の診断を受
けずに補聴器を購入しないでください。受診をしないで購入された場合は、助成できない場合があります。

〇一度、助成を受けた場合、5年間は申請できません。

※「医師意見書」、「助成金申請書」は、保健福祉課窓口および町ホームページからも取得できます。
補聴器を購入される前に、必ず、保健福祉課にご相談ください。



一般社団法人 日本補聴器販売店協会が厚生労働省の補助事業として実施する補聴器販売者の技能向上研修資料より引用


